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武蔵野市（以下「甲」という。）と【事業者名】（以下「乙」という。）は、甲、乙

が平成●年●月●日付で締結した武蔵境駅北口市有地有効活用事業基本協定書（以

下「本基本協定」という。）に基づき、甲の所有する第 8 条記載の土地（以下「本

土地」という。）を乙が借り受けて行う本施設（本基本協定第１条第３号に定義され

る施設をいう。）の設計・建設・維持管理・運営事業（その内容は、甲が公表した「武

蔵境駅北口市有地有効活用事業募集要項」（附属資料を含み、以下「募集要項」とい

う。）、乙が甲に提出した武蔵境駅北口市有地有効活用事業事業提案書（以下「事業

提案書」という。）、本基本協定及び本契約（後に定義する。）により特定される。以

下「借地事業」という。）について、次のとおり事業用定期借地権設定契約（以下「本

契約」という。）を締結する。なお、募集要項及び本基本協定において定義された用

語は、本契約において別段の定めを設けない限り、本契約においても同様の意義を

有する。 

 

第１章 基本的事項  

 

（総則） 

第１条  本契約に定める請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、書面により行

わなければならない。  

２ 本契約における期間の定めについては、借地借家法（平成 3 年法律第 90 号）

及び民法（明治 29 年法律第 89 号）の定めるところによるものとする。  

 

（借地事業の目的）  

第２条 借地事業は、市民サービスとまちの魅力の向上を図るための地域サービス

施設を創出することを目的とする。  

 

（関係書類の遵守等）  

第３条 甲及び乙は、本契約に定めるもののほか、次の関係書類を遵守するととも

に、借地事業の公益性及び趣旨を尊重し、誠意をもって契約を履行しなければ

ならない。 

一 募集要項 

二 要求水準書（甲が本事業に関して平成 28 年６月 23 日に公表した要求水準

書をいう。以下同じ。） 

三 事業提案書  
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四 本基本協定  

五 業務計画書（乙が第 21 条第２項に基づき甲に提出する業務計画書をいう。

以下同じ。） 

  

 （権利義務の譲渡等） 

第４条  乙は、予め甲と協議の上、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除き、

以下の各号に定める行為を行ってはならない。  

一 本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡若しくは転貸し、担保提

供その他の方法による一切の処分をし、又は本契約上の地位を承継させるこ

と 

二 本施設その他本土地の工作物の全部又は一部の所有権の移転及び担保提

供その他の方法による一切の処分 

三 事業提案書で記載した事業計画及び施設計画の内容の変更  

四 本施設その他本土地の工作物の再築又は増改築  

五 本土地及び本施設その他本土地の工作物を事業提案書記載の用途以外で使

用すること又は使用させること  

六 本土地及び本施設その他本土地の工作物を事業提案書記載の者以外に使用

させること  

２ 乙が前項の規定により甲の承諾を得て、第三者に本契約により生ずる権利の

譲渡又は本契約上の地位の承継を行う場合、乙は、当該第三者に対し、書面に

よる約定をもって、本契約における乙の甲に対する義務と同等の義務を、当該

第三者に負わせるものとする。  

３ 乙が第 1 項の規定により甲の承諾を得て、本施設その他本土地の工作物の全

部又は一部を第三者に賃貸借するときは、当該第三者との間で、本施設その他

本土地の工作物が事業用定期借地権を設定した土地の上に設置されたもので

あり、事業用定期借地契約の期間満了時に当該第三者との賃貸借契約も終了す

ることを書面により約定しなければならない。  

４ 乙が第 1 項により、本施設その他本土地の工作物に抵当権その他の第三者の

権利を設定した場合であって、本契約の定めにより、乙が甲に対し、本施設の

所有権を移転することになったときは、乙は本施設その他本土地の工作物に設

定した一切の権利を自らの費用において抹消し、甲に対して完全な所有権を移

転するものとする。  
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（通知義務）  

第５条 乙は、以下の各号に定める場合には、ただちに甲に通知しなければならな

い。 

  一 乙又は構成企業が、手形・小切手が不渡りになったとき、又は銀行取引停

止処分を受けたとき。  

二 乙又は構成企業が、差押、仮差押、仮処分、競売・保全処分・滞納処分等

の強制執行の申立を受けたとき。  

三 乙又は構成企業は、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、

特別清算開始等の申立を受け、又は申立をしたとき。   

四 乙又は構成企業が、事業譲渡・合併・会社分割等の組織再編、その他会社

の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じたとき。  

  五 その他前各号に準ずる事項が生じたとき。  

 

（行政手続き等）  

第６条 借地事業を実施するために必要となる行政手続き等については、公共施設

の運営業務に関する手続きは甲が、借地事業に係るその他必要な手続きは乙が、

それぞれ申請者となり、又は乙が構成企業をして申請させ、最善の努力によっ

て実施するものとする。甲及び乙は、当該実施に関し合理的な範囲で協力する。  

 

（第三者への発注等） 

第７条 乙は、借地事業の実施のために必要となる業務の全部又は一部を構成企業

に発注し又は委託するものとする。乙が構成企業以外の第三者に発注し又は委

託するときは、事前に甲へ届け出て、甲の承認を得なければならない。  

２ 発注、委託（乙が発注した請負人又は受託者が行う再発注又は再委託を含む。）

は、全て乙の責任において行い、又は請負人等又は受託者等をして行わせるも

のとする。  

 

第２章 借地事業用地への定期借地権の設定  

 

（借地事業用地の賃貸） 

第８条 甲は、乙が行う借地事業に要する事業用地として、その所有する次に掲げ

る土地に、定期借地権を設定して乙に賃貸し、乙はこれを賃借する。 

 



 

4 

 

 

所在地（地番） 

武蔵野市境一丁目 541 番地４号・武蔵野市境南町二丁目 541

番地８号の各一部（具体的な賃貸範囲は【別紙 01】に記載の

とおりとする）  

地目 宅地 

敷地面積 600.19 ㎡ 

 

２ 本契約により甲が乙のために設定する借地権（以下「本件借地権」という。）

は、借地借家法第 23 条第 1 項に基づく事業用定期借地権とする。  

３ 本契約は、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに

乙は借地借家法第 13 条の規定による買取の請求をすることができないものと

する。 

４ 甲は、第 14 条の規定による保証金を乙が甲に対して全額納付したことを確

認したうえで、乙に対し、本土地を現状有姿にて、本契約締結時に引き渡す。 

 

（借地事業の実施） 

第９条 乙は、本契約、本基本協定、募集要項、要求水準書、事業提案書及び業

務計画書に基づき、本契約の存続期間中継続して借地事業を実施する。  

 

（賃貸借の期間）  

第 10 条 第 8 条に基づく賃貸借の期間は、本契約の締結日から 30 年間とする。  

 

（賃貸料） 

第 11 条 第 8 条に基づく本土地の賃貸借に係る賃貸料は、次のとおりとする。 

     月額 【        】円 

 ２ 1 か月に満たない期間の賃貸料は、当該月の日割り計算によるものとし、100

円未満の端数は切り捨てる。  

 ３ 甲は、原則として、3 年ごとの固定資産税評価替え時に合わせて、社会経済

情勢等を考慮し、第 1 項の賃貸料を改定することができる。賃貸料の改定を行

う場合は、甲は、すみやかに適正な額に改定するものとし、甲から乙に対し通

知する。 

 ４ 第 1 項の賃貸料は、本契約の締結日から竣工日の前日までの期間については

全額免除とし、本施設の竣工日（同日を含む。）からの期間について支払うもの

とする。 
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（賃貸料の納付） 

第 12 条 前条第 1 項に定める賃貸料は月払いとし、乙は、当該月の前月末日まで

に、甲の発行する納入通知書により支払う。  

 

（違約金の徴収）  

第 13 条 乙は、前条に定める期限までに賃貸料を納付しなかったときは、遅延日

数に応じ、納付すべき賃貸料の額に年 14.6 パーセントの割合を乗じて計算した

金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、違約金の額のうち

100 円未満は切り捨てる。  

 ２ 乙が、賃貸料及び違約金を支払う場合において、支払った金額が賃貸料及び

違約金の合計額に満たないときは、まず違約金から充当する。  

 

（契約保証金）  

第 14 条 乙は、第 11 条第 1 項に定める賃貸料の 12 か月分に相当する額を契約保

証金として甲に納付するものとする。なお、第 11 条第 3 項に基づき賃貸料が改

定された場合であっても、契約保証金の増減は行わないものとする。  

２ 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。  

３ 乙は、第 1 項の保証金を甲の発行する納付書により、本契約締結時までに甲

に納付しなければならない。  

４ 甲は、乙が本契約に定める義務を履行し、第 27 条に定める本土地の返還を

終了したときは、乙に対し、契約保証金を本契約に基づく乙の未払いの債務の

弁済に充当し、その残額を乙に還付するものとする。  

５ 乙は、甲の書面による承認を得て第三者に本件借地権を譲渡し、かつ、これ

とともに甲に対する保証金返還請求権を譲渡する場合を除いて、同請求権を他

に譲渡することはできない。  

６ 乙は、保証金返還請求権に質権その他の担保を設定することはできない。  

 

（本土地の調査）  

第 15 条 甲は、乙が借地事業に係り行う本土地の地盤調査等についての事前説明

又は事後報告を求めることができる。  

 ２ 乙は、事前に甲の許可を得た上で、本土地の引渡日前に本土地の地盤調査等

を実施することができる。 
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（瑕疵担保責任）  

第 16 条 乙は、本契約締結後に、本土地に数量の不足その他隠れた瑕疵（土壌汚

染及び残存地中障害物を含む。）があることを発見したとき又は本土地の状況が

甲が事前に提示した内容と著しく異なるときは、速やかに甲に連絡し、甲の確

認を受けるものとする。 

 ２ 前項の数量の不足その他隠れた瑕疵又は本土地の状況と甲が事前に提示した

内容との著しい不一致が、甲が事前に提示した内容その他一般に利用できる資

料等によっては予測できないものである場合において、当該瑕疵等又は著しい

不一致に起因して乙に追加的な費用又は損害が生じたときは、甲は、合理的な

範囲でこれを負担するものとする。  

 

（現状変更の承認）  

第 17 条 乙は、本土地の現状を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を

得なければならない。  

 

（保全義務）  

第 18 条 乙は、本土地の引渡し後、善良な管理者としての注意をもって、本土地

の維持管理、保全に務める義務を負う。  

２ 本土地の引渡し後、本土地の維持、管理等に要する経費は、すべて乙が負担

する。 

 

（使用状況の調査等）  

第 19 条 甲は、必要があると認めるときは、本土地の使用状況について立入調査

し、又は乙に対して報告を求めることができる。この場合において、乙は、そ

の調査を拒み若しくは妨げ又は報告を怠ってはならない。  

 

第３章 借地事業の実施 

 

（事業スケジュール）  

第 20 条 乙は、要求水準書及び事業提案書に基づき本施設の基本設計及び実施設

計を実施し、基本設計は平成●年●月●日までに、実施設計は平成●年●月●

日までに甲に設計図書を提出し、甲の承認を得なければならない。甲は、乙が
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期限までに設計図書を提出しない場合又は提出された設計図書が本契約、本基

本協定、募集要項、要求水準書又は事業提案書に適合していないと認められる

場合には、乙に対して是正勧告を行うことができ、乙はこれに従って是正を行

わなければならない。 

２ 乙は、基本設計及び実施設計の実施に併せて、借地事業に係る法令上必要と

される手続きを自らの責任及び費用負担において行わなければならない。 

３ 乙は、前 2 項による基本設計、実施設計及び借地事業に係る法令上必要とさ

れる手続きが終了した後、平成●年●月●日までに本施設の建設工事（以下「建

設工事」という）に着工するものとする。この場合、乙は、工事着工までに工

程表を作成して甲に提出し、承認を受けなければならない。甲は、乙が期限ま

でに建設工事に着工しない場合には、乙に対して是正勧告を行うことができる。 

４ 乙は、建設工事着工後、甲に提出した工程表に従って建設工事を行い、平成

●年●月●日を目途に本施設を完成させるものとする。なお、甲は、乙が期限

までに本施設を完成しない場合には、乙に対して是正勧告を行うことができる。 

５ 乙は、本施設完成後、平成●年●月●日までに本契約、本基本協定、募集要

項、要求水準書、事業提案書及び業務計画書に基づき本施設の運営を開始させ

るものとする。なお、甲は、乙が期限までに本施設の運営を開始しない場合に

は、乙に対して是正勧告を行うことができる。  

６ 乙は、第 1 項、第 3 項、第 4 項及び第 5 項の期限を変更する必要がある場

合、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。  

 

（施設の建設・運営）  

第 21 条 乙は、自らの責任及び費用負担において借地事業を実施し、本契約に

特に定めがある場合を除き、甲に対し、借地事業に関し、増加費用等の負担を

求めることはできない。 

２ 乙は、本施設完成後、借地事業の業務計画書を作成し、これを各事業年度の

開始 30 日前までに（初年度においては、本施設の運営開始の 30 日前までに）

甲に提出する。なお、業務計画書の記載事項の詳細は、甲及び乙協議のうえ、

別途定める。  

３ 乙は、前項に定める業務計画書にかかる四半期ごとの業務報告書を作成し、

各四半期の最終月の翌月末日までに甲に提出する。なお、業務報告書への記載

事項の詳細は、甲及び乙協議のうえ、別途定める。  

４ 乙は、賃貸借期間内において各事業年度の最終日から 3 ヶ月以内に、年次業
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務報告書及び決算状況報告書を甲に提出しなければならない。  

５ 甲は、乙の行う借地事業が、本契約、本基本協定、募集要項、要求水準書、

事業提案書又は業務計画書に従っていない場合には、乙に対して是正勧告を行

うことができる。この場合、乙は甲の是正勧告に従い、是正策を甲に提出し、

甲の承認を受けて是正しなければならない。  

 

（公共施設の賃貸）  

第 22 条 乙は、本契約、本基本協定、募集要項、要求水準書及び事業提案書に基

づき、公共施設について甲との間で別途賃貸借契約を締結し、公共施設を甲に

対して賃貸し、甲はこれを賃借する。  

 ２ 前項の賃貸借契約は、借地借家法第 26 条以下の規定に基づく普通建物賃貸

借契約とする。  

 

（近隣対策） 

第 23 条 乙は、本施設の建設・運営に当たっては、周辺住民に対して十分な説明

を行い、住民意見を尊重した事業運営に努めなければならない。 

 ２ 乙は、自己の責任と費用負担において、借地事業を実施するに際して合理的

に要求される範囲の近隣対策を実施する。なお、かかる近隣対策の実施につい

て、乙は甲に対して事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとする。  

 

（設計図書の変更等） 

第 24 条 乙は、必要があると認めるときは、あらかじめ甲と協議し、甲の承認を

得た場合には、第 20 条第 1 項による設計図書を変更することができる。  

２ 甲は、必要があると認めるときは、第 20 条第 1 項による設計図書の変更の

協議を求めることができる。乙は、甲から当該協議の求めがあった場合、甲と

の間で、誠実に協議に応じなければならない。 

 

（甲への報告等）  

第 25 条 乙は、甲からの要請があった場合、建設工事の進捗状況等について報告

をしなければならない。 

２ 乙は、前項の規定にかかわらず、建設工事が終了した場合、甲に報告しなけ

ればならない。  

３ 甲は、本施設の完成時に、設計図書に従っているか、確認を行う。この場合、
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乙は、甲の行う確認に協力しなければならない。  

４ 前項による確認の結果、設計図書に従っていないことが判明した場合、甲は

乙に対して是正勧告を行うことができる。この場合、乙は甲の是正勧告に従い、

是正策を甲に提出し、甲の承認を受けて是正しなければならない。  

 

（賃貸借期間内の建て替え等）  

第 26 条 乙は、賃貸借期間内に法改正などの理由により、施設・設備の建て替え

若しくは基幹構造部の改造等が必要となったときは、甲と協議し、甲の書面に

よる承認を得て必要な改造等を行わなければならない。この場合の費用は公共

施設の部分を除き乙の負担とする。  

 

第４章 契約の終了・解除  

 

（賃貸借期間終了日における本施設の譲渡）  

第 27 条 乙は、賃貸借期間終了日に、甲に対して本施設（設備・備品を含む。以下

本条において同じ。）を無償で譲渡するものとする。  

２ 本条に伴う本施設の譲渡において、乙は、自己の責任及び費用において、甲が

本施設において行う業務その他のそれに付随する業務のために継続して使用

するに支障のない状態で、甲に対して本施設を譲渡し、本土地を返還する。な

お、乙は、本施設の譲渡に先立ち本契約第 29 条が規定する譲渡前検査を受け

なければならない。  

 

（仮登記） 

第 28 条 甲は、前条第１項に規定する譲渡の実行を確保するために、本施設に甲

の費用をもって所有権移転の仮登記手続を行うことができ、乙は甲の請求があ

る場合これに協力しなければならない。  

 

（譲渡前検査）  

第 29 条 甲は、乙から甲への本施設の譲渡に先立ち、別途甲が定める内容の検査

（以下「譲渡前検査」という。）を実施するものとする。  

２ 甲が、前項に従い譲渡前検査を行う場合、甲は本施設に立ち入ることができ

るものとし、また乙は甲が行う譲渡前検査に協力しなければならない。  

３ 譲渡前検査により本施設に修繕すべき点が存在することが判明した場合、甲
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は乙に対してこれを通知するものとし、乙は当該通知に従い速やかにこれを修

繕するものとする。  

４ 次の各号に該当するものは、前項に定める修繕すべき点とはみなさないものと   

する。 

一 甲の責めによる汚損、破損によるもの  

二 甲による本施設の変更、改良部分に係るもの  

三 通常の経年変化によるもの  

 

（不可抗力等による事業の終了又は遅延）  

第 30 条 地震、台風、津波その他の天変地異、法令・規則の制定・改廃等、甲及

び乙のいずれの責めにも帰すべからざる不可抗力事由により、借地事業の継続

が困難となったときは、甲又は乙の申し出により、甲乙協議のうえ本契約を終

了させることができる。 

２ 前項の場合、不可抗力事由の発生時点における施設の施工状況及び事業実施

状況を考慮し、甲乙間の協議により施設の取扱いを決定する。  

 

（甲の指示による事業の終了）  

第 31 条 甲は、本契約に基づく賃貸借の期間中、甲において本土地を公用又は公

共用に供するため必要を生じたときは、地方自治法第 238 条の 5 第 4 項に基づ

き本契約を解除することができる。  

２ 前項に基づき本契約が解除された場合、乙は、甲に対し、地方自治法第 238

条の 5 第 5 項に基づき損失の補償を求めることができる。  

 

（甲の解除権）  

第 32 条 甲は、乙又は構成企業が次の各号の一に該当するときは、本契約を解除

することができる。なお、甲は、解除に先立ち、必要に応じて乙と事業の継続

方法等について協議するものとする。 

一 本基本協定第５条各号所定のいずれかに該当するとき。  

二 募集要項に基づく事業者の選定手続き等甲の業務に関し不正ないしは不

誠実な行為をしたと認められるとき。  

三 本施設に係る法令上の指定又は許可等が得られない、又は得られる見込み

がないと認められるとき。 

四 借地事業に係る法令等の許可権者からの指導、是正勧告等に従わないなど
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により、事業を実施できない、又は実施する見込みがないと認められるとき。 

五 正当な理由なく、本契約の締結後１ヶ月以上事業に着手せず、又は中断し、

事業を実施する見込みがないと認められるとき。  

六  賃貸料その他の債務の納付を納付期限から 3 ヶ月以上怠ったとき。  

七 手形・小切手が不渡りになったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。 

八 差押、仮差押、仮処分、競売・保全処分・滞納処分等の強制執行の申立を

受けたとき。  

九 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の

申立を受け、又は申立をしたとき。  

十 反社会的勢力が本土地又は本施設を使用していると認められるとき。 

十一 公序良俗に反する行為があったとき、又はそのような行為を助長するお

それがあるとき。  

十二 甲の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。  

十三 乙又は構成企業の信用が著しく失墜したと甲が認めたとき。  

十四 本契約、本基本協定、募集要項又は事業提案書（以下「本契約等」とい

う。）の定めに違反し、契約の目的を達成する見込みがないと認められると

き。 

十五 本契約等又は法令の規定に違反し、改善の見込みがないと認められると

き。 

十六 本契約の規定に基づく是正勧告について、一定期間内に是正することが

できなかったとき。  

十七 資金調達等ができなくなったことにより、借地事業を実施できない、又

は実施する見込みがないと認められるとき。  

十八 前各号に準ずる事由その他、乙又は構成企業の責めに帰すべき事由によ

り、甲が本契約を継続しがたいと認めたとき。  

２ 甲が、前項の規定により契約を解除した場合（ただし、募集要項６(3)⑥のい

ずれかに該当する場合を除き、乙又は構成企業が前項第１号に該当することを

理由とする場合は含まないものとする。なお、この場合においても、甲は、解

除により被った損害の賠償を乙に請求することは妨げられない。）においては、

第 14 条第 1 項の契約保証金は違約金として甲が没収するものとし、かつ、乙

は、第 11 条第 1 項に定める賃貸料（同条第 3 項により改定が行われた場合、

改定後の金額）の 12 ヶ月分に相当する額を違約金として甲に支払うものとす
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る。ただし、甲が解除により被った損害が、上記保証金額及び違約金額の合計

額を超える場合には、甲は、当該超過損害の賠償を乙に請求することができる。 

３ 第 1 項による解除が行われた場合、甲及び乙は本施設（その出来形を含む。

以下、本条に同じ。）の取扱いについて協議を行う。 

協議の結果、諸般の事情を総合考慮のうえ、本土地の原状回復が妥当である

と甲が認めた場合、乙は、本施設を解体、撤去して、甲に本土地を原状に回復

したうえで甲に明渡すものとする。この場合、乙は、本土地の明渡し日までの

間、第 11 条第 1 項に定める賃貸料（同条第 3 項により改訂が行われた場合、

改訂後の金額）の 1.5 倍に相当する額の損害金（本土地の明渡し日までの日割

り計算により算出する）を甲に支払うものとする。  

４ 前項の定めにかかわらず、甲は、本施設を買い取ることができる。この場合、

買取価格は、本施設の時価又は出来形の整備のために要した実費相当額とする。 

 

（用地の引渡しの不備に基づく措置）  

第 33 条 第 10 条に規定する賃貸借期間の終了又は第 30 条から第 32 条までの規定

により本契約が終了した場合において、乙が正当な理由なく、本契約に基づく

本施設の解体、撤去若しくは本土地の原状回復を行わず、本土地の明渡しが合

理的な期間内に完了しないと認められるときは、甲は、乙に代わって本施設の

解体、撤去又は本土地の原状回復を行うことができる。  

２ 前項の場合においては、乙は、甲が行う本施設の解体、撤去又は本土地の原

状回復の措置に異議を申し出ることができず、甲の措置に要した費用を負担し、

また、甲に生じた損害を賠償しなければならない。  

 

（有益費等の放棄）  

第 34 条 乙は、第 10 条に規定する賃貸借期間の終了又は第 30 条から第 32 条まで

の規定により本契約が終了した場合において、乙が支出した必要費及び有益費

等について、甲に対しその償還等の請求をすることができない。  

 

第５章 その他 

 

（第三者に及ぼした損害）  

第 35 条 本契約の履行に関して、第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害

を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由に
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より生じたものについては、甲が負担する。  

 

（秘密の保持）  

第 36 条 甲及び乙は、借地事業又は本契約に関する事項について知り得た情報に

つき、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく第三者（甲が借地事業に

係る業務を発注又は委託した企業（以下本条において併せて「受注企業」とい

う。）を除く。）に開示しないこと、及び本契約の履行の目的以外には使用しな

いことを確認し、乙は当該秘密保持を受注企業にも遵守させるものとする、と

する。ただし、次の各号に定める場合はこの限りではない。  

（１）本契約協定締結前に、既に自ら保有していた場合  

（２）公知であった場合 

（３）本契約に関して知った後、自らの責めによらないで公知になった場合  

（４）本契約に関して知った後、正当な権利を有する第三者から何らの秘密保

持 

義務を課せられることなしに取得した場合  

（５）裁判所により開示が命じられた場合  

（６）乙が本事業に関する資金調達を図るために合理的に必要なものとして開

示する場合  

（７）甲が議会に開示する場合  

（８）甲又は乙がそれぞれの弁護士等のアドバイザーに守秘義務を課して開示

する場合 

（９）甲が武蔵野市の保有する情報の公開に関する条例に基づき開示する場合  

（１０）その他甲又は乙が法令に基づき開示する場合  

 

（管轄裁判所）  

第 37 条  本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁

判所とする。  

 

（契約の費用）  

第 38 条 本契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。  

 

（定めのない事項等）  

第 39 条 本契約に定めのない事項及び本契約に関し疑義が生じたときは、甲乙間
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で協議して定めるものとする。  

 

（以下本頁余白）  

 

 

 本契約の成立を証するため、本書を 2 通を作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印

の上、各１通を保有する。  

 

 

  平成●年●月●日  

 

 

甲 武蔵野市  

所在地 武蔵野市中区港町１丁目１番地  

武蔵野市長  〔市長名〕 

 

乙 〔事業者名〕 

所在地 

代表者氏名  
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【別紙 01】 本件土地の概要 

本契約第 8 条第 1 項に記載の借地事業の事業用地は下記のとおりとする。 

 

1. 概要 

所在地（地番） 武蔵野市境一丁目 541-4・境南町二丁目 541-8 の各一部（２．位

置図の本件市有地部分）  

用途地域 商業地域 

敷地面積 600.19 ㎡ 

建蔽率 80％ 

容積率 500％ 

防火地域 防火地域 

土地所有者 武蔵野市 

都市計画 都市高速鉄道（平成 6 年 5 月 11 日都市計画決定）により都市計

画法第 53 条による建築制限あり 

 

 

2. 位置図 
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（別紙 2）改定後の賃貸料の算定式 

 

本契約第 11 条第 1 項に記載の賃貸料（月額）は、同条第 3 項に基づき、原則として、次

の算定式のとおり、3 年ごとに当該年度以降の賃貸料に本土地の北側前面道路である市

道第 261 号線のうち本土地に接する部分の固定資産税路線価（以下単に「市道第 261 号

線固定資産税路線価」という）の変動率を乗じた額に改定するものとする。 

 

〔賃貸料の改定式〕 

 

改定後の賃貸料月額（※1）＝従前の賃貸料月額×変動率（※2） 

 

※1 円止め、小数点以下四捨五入  

 

※2 変動率＝ 

賃貸料改定日の属する年の前

年の市道第 261号線固定資産

税路線価 

÷ 

従前の賃貸料決定日の属する年

の前年の市道第 261 号線固定資

産税路線価 

 

 

 


